
亀山市公告第５１号 

亀山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年亀山市条例第

１８５号。以下「条例」という。）第２条の規定により、亀山市運動施設に係る指定管

理者の指定を受けようとする法人その他の団体を次のとおり公募する。 

  令和５年７月１０日 

亀山市長 櫻 井 義 之 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設（以下「施設」という。）の概要 

（１）名称 西野公園体育館 

位置 亀山市野村二丁目５番１号 

敷地面積 ６，２００㎡ 

建物の概要 

延床面積 ４，０１０．６２㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造２階建 

（２）名称 西野公園野球場 

位置 亀山市野村二丁目５番１号 

敷地面積 １２，０００㎡ 

（３）名称 西野公園運動広場 

位置 亀山市野村二丁目５番１号 

敷地面積 ６，５００㎡ 

（４）名称 西野公園庭球場 

位置 亀山市野村二丁目５番１号 

敷地面積 ３，２００㎡ 

（５）名称 西野公園プール 

位置 亀山市野村二丁目５番１号 

敷地面積 ５，０００㎡ 

（６）名称 亀山公園庭球場 

位置 亀山市西丸町５６６番地１ 

敷地面積 １，４２０㎡ 

（７）名称 東野公園体育館 



位置 亀山市川合町１２８６番地４９ 

敷地面積 ４，８３０㎡（東野公園スポーツ施設臨時駐車場を含む。） 

建物の概要 

延床面積 ２，１２０㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造平屋建 

（８）名称 東野公園ソフトボール場 

位置 亀山市川合町１２８６番地４９ 

敷地面積 ４，５９３㎡ 

（９）名称 東野公園運動広場 

位置 亀山市川合町１２８６番地４９ 

敷地面積 ６，０００㎡ 

（１０）名称 東野公園ゲートボール場 

位置 亀山市川合町１２８６番地４９ 

敷地面積 １，１８８㎡ 

（１１）名称 観音山テニスコート 

位置 亀山市関町市瀬４２番地７ 

敷地面積 ５，０６６㎡ 

（１２）名称 亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド 

位置 亀山市関町新所８番地 

敷地面積 ２５，１３６㎡（市道権現新道線部分を除く。） 

（１３）名称 亀山市関Ｂ＆Ｇ海洋センター 

位置 亀山市関町新所８番地 

敷地面積 １０，８００㎡ 

建物の概要 

延床面積 １，８２５．５４㎡ 

構造 鉄筋コンクリート造２階建 

２ 施設の管理の基準 

  指定管理者は、亀山市運動施設に係る指定管理者業務仕様書に基づき適正に管理す

ること。 

３ 施設の管理の業務の範囲 



（１）施設（設備を含む。以下同じ。）の利用の許可に関する業務 

（２）施設の維持管理に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

４ 指定管理者の指定の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

５ 条例第３条の規定による指定管理者の指定の申請期間 

令和５年７月１０日から同年８月３１日まで（日曜日、土曜日及び休日（国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。以下同じ。）

を除く。）の午前９時から午後５時まで 

６ 公募要領及び仕様書の配布期間等 

（１）配布期間 

令和５年７月１０日から同年８月１０日まで（日曜日、土曜日及び休日を除く。）

の午前９時から午後５時まで 

（２）配布場所 

三重県亀山市羽若町５４５番地 

亀山市健康福祉部健康政策課スポーツ推進グループ 

（３）配布方法 

直接配布又は亀山市ホームページからのダウンロードによる。 


